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シリーズ ・学問小史(3)

法情報学小史

夏井 高人*

1法 情報学の概念

法情報学(Legallnformatics)は,新 しい学問である。歴史に おいて新

しい とい うことは,学 問ジャンル としての定義の困難 も意味す る。 「法情

報学の枠組み1」 でも論 じた とお り,現 時点でその概念を固定 して しま う

ことには危険を伴 うが,と りあえず,法 情報学 として現実に認識 されてい

る学問研究 を,現 実に 「法情報学」の研究成 果 として公表 され てい るも

の2に 基づき分類整理 してみ ると,概 ね次のよ うになるであろ う(た だ

し,網 羅的で も体系的で もない。)。

① 法 情 報 の 検 索(LegalResearch)

② 法 肩 報 の 分 析(LegalAnalysis.Cl鰯 至Hcati・nofLegallnformation)

③ 法 情 報 の 収 集(C・llection・fLegallnformation,LegalDatabase)

④ 法 的 推 論(LegalReasoning)

⑤ 法 律 実 務 の コ ン ピ ュ ー タ 支 援(ComputeraidedLegalPractice)

⑥ 法 学 教 育 の コ ン ピ ュ ー タ 支 援(ComputeraidedLegalEducatior.)

⑦ 法 律 文 書 作 成 の コ ン ピ ュ ー タ 支 援(ComputeraidedLegalDocumen-

tation)

ウなつ い ・たか と/法 学 部 教授/法 情 報 学

1夏 井 高 人 「法 情 報学 の 枠組 み 」 明治 大学 情 報科 学 セ ン ター 年 報第10号(lbg7年 度)

1頁http:〃www.iscme埴i.acjp/噌sumweLh/prof/d㏄/doc1998-5.htm
2門 昇 「法情 報 学 一情 報化 社 会 にお ける法 学 教育 の新 しい試 み 一」

http:〃wwwlaw.06aka-u.ac,jp/曜kado/hjght20.htm
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ここでい う 「法情報」(LegalInformation)の ソース 情 報源)と して

は,法 律の条文,判 決,行 政庁の決済文書や通達類,研 究論文,イ ンター

ネ ッ ト上の電子 メールを含 む多種多様 な ドキュメン トなどが含まれ る。 と

りわけ,電 子化 された情報 ソースを重視 して研究がな され,研 究成果 も電

子化 された情報 と して発信 ・蓄積 され る。

要す るに,法 情報学 とは,法 を認識す るための ソー スをデータとして理

解 し,そ のデータか ら法を情報 として認識 し,認 識 された法情報 を収集,

活用す るための方法論や法 情報の構造 を分析 ・検討 し,あ るいは,法 情報

の分析結果か ら一定の提言 を した り法情報を活用するためのシステムを構

.棄 してい くことを内容 とす る学 問である,と 定義することが一応可能であ

る3。

ところで,法 情報学は,コ ンピュー タ技術 と非常に密接な関連 を有 して

い る。 日本 に法情報学が導入 された 当初において も,法 律データベース

の研究な ど,主 としてコンピュー タ ・デー タの集積 とい うかたちで研究

業績が存在 した。今 日,法 情報学の研究に携わ る者 の大 半が,何 らかの

かたちでイ ンターネ ッ トの利用 を前提に研究を進 めてい る。 具体的 な研

究対象の多 くはインターネ ッ ト上の電子情報であ り,Webや メー リング ・

リス トな どを活用 して研究がなされている。研究成果の多 くはWeb上 に

Hypertext4と して存在 してい る。また,研 究会な どは,基 本的に電子技

術を利用 したバーチャルなものと して実施 されている。法情報学上の様々

な成果は,相 互にネ ッ トワークで結合 されてお り,本 来の意味での 「電子

図書館」(electroniclibrary)5の 一部で もある。 しか も,法 情報学は,世

界 の動きとリアル タイムに連動 してお り,時 々刻々変動 し続 けている。他

の伝統的な法学領域 においては,対 象 となる出来事 の発生後長年月が経過

してか ら研究論文が公表されて もなお十分に意味がある,と い うようなこ

とも全 くないわけではないが,法 時報学では,そ のよ うな ことは成 り立た

ない。 常に 「ホ ッ トHot」 であ り 「クールCool」 であることが法情報学

の生命である。要す るに,法 情報学は,WWW(WorldWideWeb)上 の

3夏 井 高 人 『ネ ッ トワ ー ク社 会 の 文 化 と法 』(日 本 評 論 社
,1997)251頁

httP:"、 、酬w・isc・meい.ac・jP/帰sumwel」1/prof/txt1997-Lhtm
4http:〃hoshi

.cic.sfu.ca/噸guay/Paradigm/Hypertext,html

5http:〃hoshLcic .sfu.ca/曜guay/Paradigm/D㏄uverse.html
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いわば 「動的状態」である。書誌情報に相 当す る情報を含 め,法 情報学に

関す る情報の提 供は,本 来の意味での 「電子図書館」においてな され るべ

き必然性 がある。 しか し,こ の ことは,法 情報学に固有の ことではな く,

およそ 「情報学6」 の範疇に属す る学問ジャンル,あ るいは,情 報ネ ッ ト

ワー クを基盤 とす る学問ジャンルに共通の特徴 ・色彩であるとい うことが

できよ う。

2日 本の大学における講座開講状況

我が国において,「法1吉報学」ないしこれと関連もしくは類似する科目を

設けている大学は,必 ず しも多くない。 しか し,幾 つかの大学において,

法情報学関連科 目が設けられ,そ して,先 進的な研究がなされ,様 々な実

験が重ねられてきた。大阪大学の門 昇による調査結果7に よれば,「法情報

学」または法情報学と密接な関係のある科 目を持つ主要な大学,科 目名,

科目開設年度及び主な科目担当者は,次 のとお りである。

京都大学法学部 法情報論 1982 北川 善太郎,棚 瀬 孝雄,辻 正美

慶応大学法学部 法学情報処理 1986 池田 真朗

専修大学法学部 法情報学 1987 石村 善助,良 永 和隆,日 高 義博,井 上 大

新潟大学法学部 (特殊講義) 1988 名和 小太郎8,大 野 幸夫

大阪大学法学部 法情報学 1988 加賀山 茂9,田 中 規久雄is,門 昇μ

筑波大学法学部大学院 法文献学 1990 ?

三重大学法学部 (演習) 1990? 青木 泰司

京都産業大学 法文献情報学 1994 久保 宏之

関西大学法学部 法学情報処理論 1995? 山本 慶介12

鹿児島大学法文学部 法情報論 1996 指宿 信13

明治大学法学部 法情報学 1997 夏井 高人1!

明治大学法学部大学院 法情報学 1998 夏井 高人14

1

6学 術 審 議 会 「情 報 学 研 究 の 推 進 方 策 に つ い て(建 議)」

http=〃www.monbu.go.jp/singi/gaksin/00000192/

7http:〃www
,1aw.osaka-u.ac.jp/りkado/itiran.htm
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これ らの科目の中には,講 義を主体とするものと演習を主体とするもの

とがある。また,そ の内容においてもそれぞれ特色があり多様である。だ

が,従 来開講されてきた法時報学関係科目の多くは,法 清報学が出現する

以前の時代に存在した学問ジャンルの流れに即して分類してみると,大 き

く次の6つ の流れに分かれる。

① 文献学,図 書館学または情報学の一種としての法情報学

② 知的財産権法,コ ンピュータ法または情報法の一種としての法情報学

③ 社会学ない し政治学の一種としての決済報学

◎ 哲学ないし言語学の一種としての法情報学

⑤ 情報処理論ないし情報 リテラシとしての法情報学

⑥ 人工知能その他の工学技術の応用としての法情報学

この ように,ほ ほ伺 一名 の科 目であ りなが ら,そ の担当者 によって相互

に性質 と歴史を異にする多様な学問ジャンルが混在 していた し,現 在 も混

在 している。 これ は,お そ らく,当 該担当者の経歴や専攻 ・経歴等による

影響が大きいもの と推測され,歴 史的ない し過渡的な現象 として認識する

のが妥 当である。

これ に対 し,明 治大学における法情報学は,こ れ らすべての要素を含む

総合的な科 目であり,さ らに,法 律実務 との関連を重視 し,イ ンターネ ッ

トを利用 した法 情報の発信に も重きを置くものであ り,こ れが明治大学の

法情報学の大 きな特徴 となっている。

今後,現 在 ある法情報学が どの ような方向に向かいつつあるのかは必

ず しも明確 ではない。 だが,お そ らく,サ イバー法(Cyberlaw15)あ る

いは情報法(lnformationLaw)の 研究のためのネ ッ トワーク上のプラッ

トホー ム として,法 情報学が重要な役割 を果たす であろ うことは疑いな

8http:〃www
.hle.niigata-u.ac.jp/cyber/1aw-in-cyberspacehtml

ghttp:〃www .1aw.osaka-u.ac.jp/りkLgayama/index-j.html

lohttp://www
.1aw.Osaka-u.ac.jp/即kikuo/

11http://www .hw.osaka-u.ac.jp/帰kado/

1:http:〃www
.kansai-u.ac.jp/Fc」ac./kyoka1-2.htm#78

13httpl//law .leh.kagosblma-u.ac.jp/staff/ibusukl/ibusuki.html

14http=〃WW¥V
.ISC.meijLac.jp/}sumweLh/

L:岡 村 久 道 ・夏 井 高 人 ・平 野 晋 「サ イ バ ー 法 と は 何 か?」

http://www.isc.meijLac.jp/曜sumwel-h/cyberlaw/doc/docOOLhtm
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い。そ してまた,法 情報学は,サ イバー法や情報法のためのプラットホー

ムの提供 のみな らず,法 学一般についてのプ ラッ トホームを提供する も

の,す なわち,21世 紀 におけ る法学研究 のた めのイ ンフラス トラクチ ャ

(infrastructure)そ の もの となってい く可能がある。法 情報学の流れ を研

究 ・検討するに際 しては,こ のよ うな視座を見失わない ことが肝要である。

3海 外の法情報学サイ ト

インターネ ットのWWW上 の法 情報学サイ トは,決 して少なくない16。

ただ し,LegalInformaticsと 銘打ったサイ トでも,そ の実質を見ると,「法

情報」(LegalInformation)に 重点を置 くサイ トと 「情報法」(Information

Law)の サイ トであるものとに分かれるよ うである。 したがって,Legal

Informaticsと い う用語 は,こ の2っ の意味を有することに留意 しなけれ

ばな らない。

法情報に重点を置くサイ トの中で主要なものを概観す ると,次 のとお り

である。

①TheNorweigianResearchCenterforComputerandLawNRCCLI'

ノル ウ ェー 王 国 オ ス ロ大 学 にKnutS.Selmer教 授 及 びJonBing教 授

に よ っ て1970年 に 設 立 され た 研 究 団 体 で あ り,法 律 情 報 検 索 シ ス テ

ム に 関 連 す る 情 報 技 術,情 報 の利 用 ・販 売 に 対 す る規 制 等 を 主 要 な 研

究 対 象 と して い る。

②TheLawancInformaticsResearchInstitute18

ス ウ ェー デ ン 王 国 ス トッ ク ホ ル ム 大 学 に1981年 に設 立 され た 研 究 団

体 で あ り,現 在 の 最 高 責 任 者 は,Pe七erSeipel教 授 で あ る。 主 要 な 研

究 対 象 は,法 の 自動 化,コ ン ピ ュ ー タ 法,法 律 情 報 等 で あ る。

③DasInstitutefurR㏄htsin`ormatik19

ドイ ツ連 邦 共 和 国 ハ ノー バ ー 大 学 に1983年 に設 立 され た 研 究 団 体 で

16http://www
.viktoria.informatik.gu.se/りklang/infbr.htm

17httpl〃www .jus.uio.no/iri/nrccl/about/nrcc1.html

l8http=//www
.juridlcum.su.se/irL/engiri/on」ri.htm

lghttp://www
.iri.uni-hannoye肌de/ang」 丑f/iri」nfo・htm
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ある。 コンピュータ法 やデータ保護に関す る領域を主要な研究対象 と

している。

④Oikeusinfbrmatiikaninstituutti20

フィンラン ド共和国ラップラン ド大学に設立 された研究団体である。

現在 の最高責任者は,AhtiSaarenp甑 教授である。主 として法学教

育へ の情報技術の応用 を研 究対象 としてい る。

⑤LegallnformaticsatLiverpoo127

イギ リスの リバ プール大学のメンバー を中心に,Merseyside地 区の

情報技術者 と法学者 とによって構成 された非公式 の研 究団体で ある。

法情報システムに関す る多角的な研究成果を公開 している。

⑥JuristischeslnternetprojektSaarbrUcken22

ドイツ連 邦共和 国ザール ラン ト大学 に設 立 された法情報サイ トであ

り,ド イツだけではな くEUに おいて最 も充実 した ものの一つ であ

る。 ドイツ語だけではな く,英 語及び 日本語でも ドイツの各種法情報

が提供 されている。現在の責任者は,MaximilianHerberger教 授及

びHelmutR廿smann教 授 である。いずれ も,現 時点にお ける法情報

学領域の最高権威 とみな されている。

⑦ その他

イ ギ リスのロン ドン大学QueenMary&w6st日eldcollege内 にある

InformationTechnologyUnitza,ド イツ連邦共和国のマインツ大学

内にあるRechtsinformatiks24,ア メ リカ合衆国のコーネル 大学内に

あ るTheLegalInformationInstitute2bは,そ れぞれ大学 内の法肩

報プラ ッ トホームとして高度かっ有益な機能を営み続 けてい る。

20http://www .urova且/home/oifH/index.htm且

21http・ 〃www
.(翫.li・.・ ・.・k/瑠li・1/

22http://www
.jura.uni-sbde/

23http;//www
.㏄k.edu/itlaw/i皿dex.btml

24http=//radbrucbjura
.un丘一mainz.de/ri/

25http・ 〃www
.ねw.c・m・n.・ ぬ・/
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4む すびに代えて一今後の法情報学と電子図書館

今後,法 情報学は,イ ンターネ ットとの結びつきをますます深めていく

ことになるであろう。それゆえ,法 情報学の履歴をインターネット上で記

録 ・収集 ・検索するためのシステムの構築もまた,法 情報学の課題の一つ

となっていくのに違いない。

しかし,こ のことは,ひ とり法情報学にのみ固有に見 られる特殊な現象

なのではなく,お よそ文献情報や学術情報である限り,ほ ぼすべての情報

について言えることである。 したがって,こ れからの図書館が次第に電子

図書館となっていくべきことは歴史的必然である26。 このことは,こ れ

からの図書館は 「図書館」という名の独立した建物内で自己完結 した組織

であり続けることはないということを意味する。そして,電 子化された情

報媒体に関する限り,そ れを扱 う図書館は,ネ ットワーク上の相互に異な

る組織,団 体,個 人の相互 リンクの集積としてのみ成立可能である。 した

がって,図 書館は,そ のようなア ド・ホックで動的な 「電子的状態」及び

そあような電子的状態を維持するための人的 ・物的組織体としてのみ存続

し得ることになるであろうということを予測させるのである。

このような観点からすると,法 情報学は,き たるべき電子図書館の法情

報セクションを構成するものとして位置づけることが可能である。本稿で

概観 してきた法情報学が今 日に至るまでの変化に富み多様性を持った複数

経路で構成される道程は,そ のための歴史的プロセスであると評価するこ

とができよう。

26た だ し
、 ク リフ ォー ド ・ス トー ル は 『イ ンター ネ ッ トは 空 っぽ の 洞窟 』290頁 以 下 で 、

図書 館 が電 子 化 す る こ とに よる問 題 点 を鋭 く指摘 して い る。
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